
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市では、高齢者の犯罪被害防止を目的に、防犯設置器機の購入・設

置費用の一部を補助する制度を４月１日から開始します。安心して暮らせ

る地域づくりを推進します。周知にご協力をお願いします。 

 

■概要 

６５歳以上の市民を対象に、防犯機器の導入費用を補助 

■対象器機 

・録画機能付きテレビドアホン 

・防犯カメラ（屋外用） 

 ※新しく開始します。 

・迷惑電話防止機能付き電話機器 

※いずれの機器も令和８年４月１日以降に購入したものに限る 

■補助額 

・ドアホン/防犯カメラ：最大１万円 

・迷惑電話対策機器：最大５千円 

■対象者 

市内在住の６５歳以上で、市税滞納がない方等 

■受付期間 

４月１日（水）～令和９年２月２６日（金） 

※予算額１５０万円、なくなり次第終了 

■申請 

購入後 6 か月以内に申請 

広島県府中市 情報提供 

令和 8 年 3 月 27 日（金曜） 

地域づくり課 地域活力創生係 

担当：西岡 

TEL:0847-44-9155 

Email:chiikisinko@city.fuchu.hiroshima.jp  

高齢者を狙う犯罪を未然に防止 

最大１万円補助で防犯機器の設置を支援 
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